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病院再編にかかる長浜市立２病院経営形態検討委員会 

拡大専門小委員会 議事概要 

 

 

日  時：令和５年６月２１日（水）１５：００～１７：４５ 

 

場  所：長浜市役所本庁舎３階特別会議室 

 

参 加 者： 

 

委  員：◎明石委員、○山田委員、岡本委員、伊藤委員、大谷委員、 

佐藤委員、田中委員、石井委員、服部委員、嶋村委員、江畑委員 

      （◎委員長、○副委員長） 

 

傍 聴 者： ４１名 

 

事 務 局： 長 浜 市 横田健康福祉部長 

             野村健康福祉部管理監 

             地域医療課 

 

  



2 

議事の経過概要 

 

 

１ 開 会 

 

 

事務局） 

それでは、これより議事に入りたいと思います。進行につきましては、要領

第４条第２項の規定に基づき、委員長にお願いしたいと思います。 

 

委員長） 

前回委員会では、じっくりと説明をさせていただこうとして、長くなってし

まいました。非常に申し訳なくお詫びをさせていただきます。内容はしっかり

説明させていただいたつもりですが、時間が超過してしまったということでご

ざいます。 

それからもう 1つ、この委員会に関わることが市議会で問題になっていて、

これはしっかりと説明していただかないと信頼性が損なわれるということで、

確認をしていただく必要があると思います。 

私も、市議会と昨日の市議会健康福祉常任委員会をＷＥＢで見ておりました

が、６月１５日の本会議では、配布資料と公開資料が大分違うのではないかと

いう議員からの指摘があったということです。 

１０数ページぐらい、日本赤十字社もしくは、指定管理に不利なスライドが

削除され、あるいは書き換えられているというようなことです。 

それから、健康福祉常任委員会でも、別の委員が同様の指摘をされたという

ことで、その内容を読み上げられたというようなことです。 

これは、市民にどの程度波及しているのか存じませんが、委員会の信頼性を

損なう、あってはならないことではないかと強く感じます。 

それから、それに対して資料をアップする時には、委員全員の了解を取って

いますという答弁をされたと思いますが、全くそういうことはなかったという

ことです。 

議事録については後で確認されますが、それ以外の資料については一切確認

がなかったということです。 

基本的に、市民を裏切ることになるのではないか、特に関係の医療関係者を

裏切ることにはならないのか、あるいは委員会が信頼できない、不信感を与え

るものにならないかということです。何らかのお考えをお聞かせいただく必要

があると思います。 
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事務局） 

今回、ご質問がありました書類の内容につきましては、長浜市病院事業管理

者から、自主的に改訂をしたいとおっしゃっていただき、改訂をしました。 

その内容というのが、明らかに誤った内容があったということで、ご指摘を

いただいたこともありましたのと、自主的に修正をしていただいた部分という

のがありましたので、修正をいただいたということになります。 

委員の了解を得ているかどうかという点ですが、資料について訂正をという

ことは、今回の資料以外で、皆さんに議事録を確認していただいている点で

も、それを取りまとめて、ホームページにアップをさせていただいているの

で、他と同じ取り扱いをさせていただいたと思っています。 

議会でもお話をさせていただきましたが、そのように訂正が入ったというこ

とについての丁寧な説明や記載を事務局が怠っていたと反省しております。 

今後そのようなことがないように努めさせていただくとして、答えさせてい

ただいたところです。 

 

委員長） 

第１回検討委員会で出された資料ですから、それは委員会での検討資料では

なくて、病院事業の資料で、既にプレゼンが終わった資料です。 

それを事後にどういう経緯で修正がなされたのか、市と病院事業との関係は

存じませんが、委員会に何の一言もなく、第１回委員会資料が知らぬ間に別の

ものにアップされたということです。 

委員会への確認は一切なかったということです。 

 

事務局） 

あの際の書類の取り扱いにつきましては、第１回で両方から提案をいただい

た後、訂正したいということで資料の訂正をさせていただきました。その後開

催されました小委員会で専門委員には説明し、配布させていただきました。 

小委員会に出席されてない他の委員には、第２回検討委員会の場で、机の上

に配布させていただいて、お渡しをさせていただきましたので、その時に皆さ

んのお手元に届いていると理解しております。 

 

委員長） 

それは、ある種のごまかしです。こういう理由で修正するということを明確

にしながら、これでいいですかと確認するものです。現状の修正だったらわか

りますが、既にプレゼンされた資料を修正するわけですから、これはかなり重
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いものがあります。 

昨日の常任委員会を聞いて、私なりに中身を確認させていただき、かなり問

題かなということで、急遽対照表も作りました。 

第 1回委員会の資料とアップされた資料を上下にわかりやすくしています。 

こういう形でどうでしょうか。もう一度配布されて説明されたらどうでしょ

うか。少なくとも委員の方には配布していいと思いますが。 

 

事務局） 

どことどこが変わったのかという訂正の資料につきまして、委員さんに再度

ということであれば、改めてさせていただきます。 

今回は、長浜市病院事業の方から提案いただいた内容について、提案者から

自主的に訂正するということで訂正いただいたものと理解しております。 

 

委員長） 

ただそれを、委員に第 1回の配布資料を修正してもいいですかという確認は

一切なかったので、改めて、これを配布して、客観的に正確な比較をしていた

だければどうでしょうか。 

 

事務局） 

それにつきましては、こちらで対応させていただきます。 

今、ホームページにアップしているものについて、訂正したものであるとい

う丁寧な記載がなかった点につきましては、大変申し訳なかったと思っており

ますので、これから気を付けさせていただきます。 

 

委 員） 

事前に配布した資料を変える場合は、委員に確認をとって内容を変更させて

いただきますと。その資料をもって議論したわけだから、それを大幅に変更す

るということは、「ごめんなさい」で済む話ではないと思います。 

委員に送られて確認したとのことだが、資料１、２までは議事概要と同様に

送られてきましたけど、問題となっている資料３－１についてはなかった。 

結果として、我々としては、あの資料の確定版で、第１回の報告をしますと

いうところにはなかったので、知らないうちに変わっていたと言われても、こ

れは仕方ないかなと。 

 

委員長） 

市民のためにどう説明するかという観点と、医療従事者のために、市の方に
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は襟を正していただければと思います。 

 

 

２ 経営形態にかかる委員意見について 

資料１「委員意見まとめ」および資料２－１「委員意見の照会取りまと

め関連資料」により、事務局から説明。 

委員から下記の通り意見があった。 

 

 

委 員） 

医師確保の視点と医療従事者確保の視点からすれば、今回案で上がっている

のが、地方独立行政法人と指定管理ということであれば、そんなに大差はない

と思っています。 

 

委 員） 

いいところもあれば悪いところもあり、一概に、どちらかということではな

いですが、最終的に市の財政負担をいかに減らしていくかということも、１つ

の論点になるとは思います。 

医療従事者の確保の観点のところにありますが、３病院独法のところで、コ

スト（人件費）が増加ということもありますけれど、結局、人件費がどちらか

高い方に合わせに行くということになるんではないかと思います。 

ただ、最終的には経営改善がなされるということ、収入が上がるということ

が非常に重要です。コストが上がるからといって、財政が悪化する、市からの

繰入が増えるということではないかなと思います。 

採用すれば、コストは当然増えます。重要なのは、経営改善ができる経営人

材、あるいは人材開発を長期的にやっていく体制、環境を作っていくというこ

とが非常に重要だと思います。指定管理にしろ、独法にしろ、どちらも可能性

は非常に高いと思います。 

 

委員長） 

まず最低限確保できなければ、始まらないと言いますか、維持できないとい

うようなところになります。 

 

委 員） 

医療従事者確保の観点からすると、指定管理者制度をとった場合に、指定管

理への移行に伴い非公務員となる理解が必要というところが重要だと思ってい
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ます。市立病院で働く医療従事者の方が、非公務員である長浜赤十字病院職員

になるということに対して、どのように説得し、理解を得ていくかというとこ

ろをどう進めていくのか、その懸念を持っているところです。 

 

委 員） 

地方独立行政法人になったとしても、非公務員です。 

 

委 員） 

それはそうです。ただ、第１回のプレゼンテーション時に、市職員は、独法

化について、ある程度合意ができていると聞いていましたので、非公務員では

先ほどのところが問題かと思っています。 

 

委 員） 

良い点、懸念点、それぞれにあると理解しております。 

その中でも、市立病院職員が長浜赤十字病院へ転籍をするということで、労

政上の進め方によっては、モラルの低下に直結するということが、非常にデメ

リットとして目立つという感じを抱いています。 

非常にデリケートな問題ですから、まとまっていかないといけないことが、

反対になってしまうということが懸念としてあります。これは、独法であれ、

指定管理であれ、両方あり得ると思います。 

 

委 員） 

大病院が２つあるというのは、市民にとって充実した医療体制の病院なら安

心してかかれると思います。 

先日、地元の主婦たちと、私がわかることをお伝えしてお話してみたのです

が、「あの病院の看護師さんは優しいよ」とか、そういう噂が一番怖いので、

しっかりとした病院体制をお願いしたいと思っております。 

 

委 員） 

この議論は非常に重要だと思います。今までからも、独法あるいは指定管理

についての対比、あるいはそこの議論を深めるということが重要だと思ってい

ましたので、こういったメリット、デメリットをオープンで議論できるという

ことが非常に重要なので、ありがたいなと思います。 

その中で、医師確保の観点は非常に急ぐ部分もありますし、働き方改革とい

う点で大学の意向もございます。いくつかの視点でまとめていただいているの

ですが、やはり医師確保の部分は非常に重要だと思います。 
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併せて、救急の一元化と役割分担というのが、地域の医療体制を持続させる

という意味でも重要な視点になってくると思います。 

３点目は、経営の持続性という点です。指定管理のところですけれど、「一

体的」と「一体」とは違うという議論が深められていないのかなというのが少

し懸念であります。 

バージョンの違う指定管理の方法もありますので、そういったところの議論

もできるとよかったと思います。 

 

委員長） 

違うと言いますと、どういう指定管理ですか。 

 

委 員） 

日本赤十字社の指定管理のやり方は、長浜赤十字病院がそのままで、あと２

つを指定管理するパターンですが、長浜赤十字病院の部分を買い取る、あるい

は無償譲渡という意見もありましたけれども、またそれは難しいという話もあ

ったかと思いますが、３つまとめての指定管理というバージョンもあるのかな

と思います。 

 

委員長） 

具体的な選択肢としては、指定管理には２つのパターンがあると思います

が、両病院事業からの提案で出ているのは、長浜赤十字病院が直営のままで、

市立病院を指定管理するということです。あくまで一体的経営です。 

独法は一体経営です。それから、３病院一体の指定管理も物理的にはあり得

るのですが、そうすると市が長浜赤十字病院を買い取って、かつ日本赤十字社

に指定管理をしていただくことになり、複雑なパターンということになりま

す。一体的、一体という形で比較していただければいいと思います。 

 

委 員） 

買い取るのではなく、無償という話も少しありましたから、これは交渉次第

という次の段階の話になるかと思います。 

それからもう１点、３病院が１つになるということで、１，０００床級の３

病院というのが全国に与えるインパクトは大きい。それによって、研修医も高

度急性期から回復期、在宅まで勉強できるという、そういうインパクトがあり

ます。その４つの視点で分析できるといいなと思っています。 

 

委 員） 
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ここでは、皆様方のご意見を率直に読み解くということを、是非していただ

きたいと思います。 

例えば、先ほどの委員のご発言では一体的経営が職員の確保に悪影響を与え

るのでないかというご意見だったと思います。けれども、他の委員からは、大

学からの同意という点では同等なのではないかというご意見もあったと思いま

す。第３案についても、大学からの同意という意味で大丈夫だろうかというご

意見があったと思います。 

医療従事者確保の観点で言うと、それぞれの組織の壁を越えなければならな

いので、どの案でも課題があると思います。やはり公務員から民間に動くハー

ドルは確かにある。給与面の保障も必要であることは、懸念点として挙げられ

ている。 

その一方で、統合することによる良さは、それぞれ案により性格が違うとい

うことが、皆様方のご意見から出てきていると思います。 

 

委 員） 

少し追加しますと、医師確保という点が１番急がなくてはいけないし、そう

いう点では、独法化も指定管理もプラスに働いていると思います。第３案につ

いては、医師確保の点で懸念があると思っています。 

 

委員長） 

第３案の場合は、課題先送りと捉えられる可能性があるというところは、当

然あります。 

 

委 員） 

色んな意見をいただきまして、色んな観点を考えさせていただいているとこ

ろでございます。これに関しまして、色々とお考えをお聞きしておりますの

で、参考にさせていただきながらやっていきたいと思います。 

大変貴重な意見だと感じております。 

 

委 員） 

市の財政負担の観点というところに関して、市の方に教えていただきたいと

思います。長浜市の令和３年度一般会計の決算書によると病院会計に１７億円

を繰り出していることを確認しました。 

それに関して、市議会や執行部が協議して決められたので、多い少ないとい

う意見はないですが、その１７億円に対して、病院分の地方交付税算入額が、

どのくらい算入されているのかが１つと、もう 1つは、その１７億円から交付
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税算入分を引いた部分が、実質的な負担になると思いますが、それに関して、

市の執行部の方々や財政当局のところで、どんな感じなのか、率直にお聞きし

たいなと思ったところです。 

 

事務局） 

具体的に交付税の算入、令和３年の決算で具体的な数字を今持ち合わせてい

ないですが、基本的には交付税参入ベースの金額を繰り出しています。 

長浜病院にしても湖北病院にしても、一部その参入ルールとは別で、各病院

の事情によって少し上乗せしている部分はありますが、基本的には交付税参入

ベースです。 

ただし、交付税という仕組みそのものが、参入額がそのまま国からいただけ

ている金額というものではありません。そこには市税等の財源も当然入ってい

るという整理になります。 

 

委 員） 

基準財政需要額ベースでいいと思うんですけど、１７億円のほとんどは、交

付税分で賄われているという感じですか。わかりました。 

 

委 員） 

基準外としてはないでしょ。基準内でしか。 

 

事務局） 

ほとんどは基準内です。交付税の参入部分以外で、先ほど少し上乗せしてい

るという部分についても、当然、総務省の繰出基準で整理するならば、基準内

の繰り出しです。 

 

委 員） 

今回この財務のところで、市立病院にはすごく税金が入っていて市民負担が

多いというような誤解があるのかなと思います。我々が聞いているのは一応基

準内ですし、当然、この間たくさん投資されているので、それに対する起債と

いう形で、市を通しての借金みたいな話です。 

ただ、長浜の特徴は、施設整備する時に、真水をほとんど入れていないで

す。全部、病院の借金でやっておられるのが素晴らしいと思います。普通は色

を付けます。新しくするから下駄を履かせて施設整備しなさいよというように

やるんですけれど、長浜の偉いのは、長浜市病院事業管理者がこの間、市民の

税金を使っていませんと言っておられました。積み上げておられるんです。 
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それは先行投資のための起債として市のフィルターは通っていますけども、

基本的には起債内でやっています。 

もう１点、日赤にはお金が全然入ってないみたいなイメージをしておられま

すが、あそこは公的病院です。市立病院と同じで、最終的にはお金が入ってい

ます。だから、市立病院も長浜赤十字病院も国からの交付税で入るか、補助金

で入るか、繰入金で入るかだけです。やる政策医療によって金額の多寡は変わ

ってくるが、ここの誤解は解いておかないといけません。 

こっちは市民負担がかかっていません、こっちは市民負担ですという、そう

いう誤解があるのかなということで説明しておいた方がいいと思います。 

 

委 員） 

長浜市立病院で市民の税金を使っていないという見方には見解が異なりま

す。また、長浜市は長浜赤十字病院には政策医療に関する補助金をほとんど出

していないことを確認する必要があります。過去は支出していなかったが、長

浜赤十字病院が政策医療の多くを担っている実態から、現在は必要額を支出し

ていると伺っています。 

これまで検討委員会の中で、そういう詳細な情報が出されていません。特

に、長浜赤十字病院に関連する情報は、ほとんど出されなかったので、この議

論は正確にできません。 

 

委 員） 

今は、入っていますよ。 

 

委 員） 

現在は長浜市は長浜赤十字病院に必要な補助金を支出していると伺っていま

す。また、長浜市立病院は市の起債で施設整備をしていて、累積負債を増やし

ている状態です。その負債に対して市は出資金を増額して調整しており、流動

資産に現預金が貯まるという、財政的に歪な形になっています。 

それについてどう見るかという詳細な議論をこれまで検討委員会では行って

いないので、概略的な説明では誤解が生じると思います。 

 

委 員） 

大きな誤解として、日赤には入っていません、民間でやっておられます。市

立病院には、市民の税金が入ってますみたいな論調は、それは違いますよと。 

でも、現に日赤にも入っていますし、周産期や小児科を集約した時には、市

も補助金を出している状況もありますから、そこは、きっちり日赤も貰うもの
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は貰っておられます。そこはフラットにしておかないといけないです。 

 

委 員） 

私のところで、今、指定管理者で受けている神奈川県の市町村で、４００床

級の病院を２つやっているところの基準財政需要額が、２つ合わせて１０億円

ぐらいなんです。 

それと比べて、１７億円は多いなと思ったので、一体どのくらいが交付税分

で、実質真水がどのくらいかなと思い、質問させていただきました。 

 

委 員） 

総務省的には、公立も公的も同じように見ています。公的には政策医療をす

れば、当然、特別交付税措置もあるでしょうし、そこは仕組みとしては同じだ

と思います。 

 

事務局） 

長浜赤十字病院への補助という部分ですが、長浜市においては、政策医療の

分ではそんなに大きな金額は出ていないです。 

やはり市立病院がございますので、両方にたくさん出すということは難し

く、ご自身で頑張ってきていただいていたというのが事実としてございます。 

ただ、滋賀県からも当然、政策医療で出されている部分はございます。金額

などを正確に把握しておりませんが、そこを加えると確かに公費が入っている

部分というのは一部あるのかなと理解しております。 

また、施設整備については支援しております。 

 

委 員） 

市の財政負担の観点の退職引当金の負担部分ですけれども、独法化をやった

経験から言うと、資産と負債の部分で、プラスマイナスで純益が出れば地方独

立行政法人化出来るんです。退職引当金は、公立病院は積算の読みが甘くて、

私のところの例では、５００床でしたが、１０数億円を積まないとダメだった

んです。 

地方独立行政法人化に加担するつもりではないですけれど、独法の場合は、

最後のやり取りで、退職金の、本来民間であれば積まないといけないものを、

市の財政上の都合でいっぱい積んでないという現状が全国的にあります。 

独法の場合は抱かせる可能性があって、市の負担がない場合もあるんですけ

ど、指定管理にすると１０数億円、一時に全部を市が出さないといけない可能

性があります。 
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他府県のある病院では、結局、指定管理の前の年に１０数億円の赤字を出し

ているんです。これを市が真水で全部負担しているという問題があります。 

国もそういうことが起こっているので、一応、退職債が使えるようになった

んですが、これは純粋に市の借金になります。交付税負担がないので市が分割

で返すという意味で、この金額は相当重たく、１０数億円かかるかなと思って

います。 

 

委 員） 

今の内容は元々想定していたんですけど、色んな形態が全部、一体的経営で

の指定管理、あるいは３病院独法、この３病院独法の場合であれば、今のよう

なことが想定されると。コスト的な部分でしないといけない色んなことがある

ことも想定していたんですけども、仮に２病院先行独法であっても、貸借対照

表では自己資本のプラスにならないといけない。 

ただ、退職給付引当債務というものについては、おそらく今、簡便法でやっ

ておられると思いますので、原則法でやらないといけない。一方で、日赤は数

年前に４０億円の債務だったのが、８０億円増えていますので既に切り替えて

いるのかなと思っています。 

この追い金については、足りない場合は、市から拠出しないといけないとい

うことが考えられます。ただ、一方で負債の方しか見ていませんので、資産の

方では、土地が大戌亥に２万坪ぐらいあると思いますので、時価として、評価

替えした場合にプラスになるのかなということで、どれぐらいのものかという

のは想定をしとかないといけない、これも大きなリスクという風に思います。 

 

委 員） 

地方独立行政法人ですが、いい点が経営改善に寄与する可能性が高いという

ことで、懸念点としましては、日赤の譲受費用が必要ということですけど、こ

のどちらも具体的な数値に基づいて判断しているわけではないと思います。 

今までの話は、一般的に独法化すれば経営改善する傾向が強いということ

で、意見として挙げられていると思いますが、必ずしも独法化したからといっ

てよくなる確証もないところもあります。 

将来的に、独法化した後の損益シミュレーションとかがなければ、こっちは

こう良くなるとも言いにくいです。 

また、譲り受けの費用につきましても、財政規模の１割程度に相当する可能

性があるとなっていますけれど、こちらも、別にその費用を積算して見積もっ

たわけではありませんので、そうなるかもしれないですし、今の日赤の財政状

態を見まして、そういう風にはいかないかもしれないところもございます。 
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独法化のいい点も悪い点も、こういった場合はこうだろうなというところか

らしか、なかなか申し上げにくいところがございます。 

 

委 員） 

ここに書かれている通り、それぞれにメリット・デメリットがあるというこ

とですけれども、今ご意見のとおり、例えば、独法の場合は経営改善の可能性

がある。それから、事業譲受すると言っても、必要な費用は現段階では分から

ない。そこは書き過ぎの面があると思います。 

但し、事業譲受をするなら２桁億円が必要であることは間違いないですし、

退職金の割り増しの額は直感的には１年分の繰出金相当額程度です。 

やはり現在２０億円弱の繰出金を出しているということと、事業譲受の費用

を考えると、財政負担という意味では、指定管理の方が軽く、独法の方が重い

と思います。 

 委員長がおっしゃっているように、一定程度の財政負担というのは必要であ

るという考え方もありますし、財政負担を少なくしようと考え方もあります。

これは、判断基準の問題であって、どちらがいい悪いとか、正しいとか間違っ

ているということではありませんが、財政負担で言えば全然違うというところ

は確認すべきだと思います。 

私はそれぞれの案により財政負担は全然違うと考えますが、判断基準による

ので、どちらが絶対的に良いとか悪いではないと思います。 

 

委 員） 

私が言いたかったのは、２０億円の起債の裏打ちがある市からの繰り入れ

と、真水の１７億円を出しますかって、これは大きな違いです。 

そこは、ちょっと誤魔化すとややこしいわけで、それこそ建物に出す時の真

水がいくらで、長浜市民の税金である真水と、裏打ちの地方交付税があるお金

の出し方と、これはちゃんと色が違うことを分けて考えないと本当に分からな

くなります。 

プラスの分とマイナスの分を考えて、マイナス分はやっぱり退職引当債と、

真水で入れますということをちゃんと認識しとかないと、これは１年分の補助

金と同じでしょという誤魔化し方はダメだと思います。 

 

委 員） 

誤魔化しているのでありません。事実です。 

 

委 員） 
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いやいやいや、違う違う。 

繰出金ですけども、裏打ちがあります。 

 

委 員） 

そこは、見方の違い、基準の違いによるものだと思います。 

 

委 員） 

違う違う。 

 

委 員） 

今までそういう詳細な議論をしていないので、それぞれ見方が違うというだ

けのことだと思います。 

 

委 員） 

裏打ちがあるのと、ないのでは全然財政運営違います。 

 

委 員） 

委員がおっしゃった視点というのは、私の立ち位置から非常に大事だと思い

ます。私は専門家ではありませんので、一般的な情報収集をしていく中で、非

常に成功例、新潟県だったと思います。日経新聞の１ページを使って紹介され

ていましたけれど、やはり黒字化というのは原点で、非常に大事な考え方だと

いうことに、非常に感銘を覚えました。 

組織の規律というのがしっかりしている、しっかりした組織文化です。それ

を確立していくことが、医療のレベルアップに接点が大きくなると思います。 

経営的に言いますと、借金体質は当たり前ということでは、非常に質の高い

医療の実現ということに対して、やはりプラスに働かない、これはもう当たり

前のことだと思います。 

市の財政負担の観点の３項目目に、現状の体制のままで、職員の意識改革等

が進まなければ経営改善が図れない可能性があるとあります。この指摘は非常

に重いと思います。そこのところをどうやって組織文化として黒字体質にして

いくのか、そういうことは長期的な視点で考えると非常に重要ではなかろうか

と思います。 

財政が非常に厳しい我が国で、これから少子高齢化が本格化して様々な財政

出動が求められる中、医療分野でどれだけ使えるかということをしっかり当局

が、非常に長期的なデータに基づいた分析を行って、中長期的にはこれだけ財

政出動できる、また、国の負担も求められるであろうというようなしっかりし
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た枠組みを作った上でのジャッジメントなると思います。 

 

委 員） 

大きな財政問題で、私たち市民がなかなか関わることができないんですけれ

ど、市民は、何か大きな建物を建てたりされるのは、税金を使われているんだ

と皆言うんです。そういう誤解を招かないような方法を、是非とも表示してい

ただければありがたいなと思います。 

 

委 員） 

職員の意識を変えなければ、経営改善が図れないというのは大事かなと思い

ます。 

また、その他のところの政策医療を非常に重要だと思っています。とりわけ

今、精神科医療についての議論があまりなされてないですが、特に、精神科救

急の身体合併については、長浜赤十字病院が、滋賀県全県一区で身体合併症の

精神救急を担っています。そういう意味で３次救急のところをやっています。 

それに加え、災害、周産期、小児、感染症指定医療機関でもあります。 

そういった政策医療について、広域的に担っている長浜赤十字病院の現状の

体制と言いますか、医療の継続性は非常に重要だということだけは、大事なこ

となので、議論していただけたらなと思っております。 

どういう形で一元化しても、この事業というのは救急と同等で重要である

と。それから、原子力災害も非常に特殊な事業ではありますが重要です。あ

と、ＡＢＣＤのＤの部分ですが、セフィロト病院を想定していますが、精神の

救急と合わせて、精神科の患者、慢性期の患者を受け入れていただいていると

いうこの連携というのも、実は背後で非常に重要になっています。 

 

委員長） 

こちらの方は、精神科という範囲で、現状でも分担をされているわけで、そ

れを損なわないように、より促進できるようにということです。 

政策医療についても、当然、今の政策医療は日赤の方が多く担っておられ

て、市立病院と分担されています。 

それをどういう形で分担するのか、修正するのかは別にして、必要な政策医

療は継続して提供していくことは当然のことです。 

 

委 員） 

政策医療の地独が懸念点ということになっていますが、このバランスが歪だ

なと思います。実質、救急では循環器は圧倒的に市立病院ですし、消化器内科
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も充実されてこられましたので、それ相応にできるかなと。周産期、小児につ

いても、元々やっておられたので、この辺については潤滑な移行は恐らくでき

るのかなと思います。 

この書き方が、政策医療は日赤しか出来ないみたいな書き方をしているの

で、少しバランスを取る意味で一言申しあげておきます。 

 

委 員） 

市立長浜病院には心臓血管外科があり、救急と膠原病もやっておられ、がん

拠点病院というのも政策医療の１つですから、バランスという意味では、その

部分は足してもいいのかなと思います。 

 

委 員） 

委員からバランスを取るとのご発言があったので付け加えるとすれば、政策

医療の多くを長浜赤十字病院が担われていて、収支では大きな赤字を出さずに

やられているのは美点だと思います。 

あと１点確認すべきこととして、委員がおっしゃったように、精神医療が入

っている場合に、措置が入る場合に公務員が対応する必要があるため、いくつ

かの独法で公務員型のケースがあります。公務員型でやるとなると、定数との

関係が出てきます。独法の場合は定数条例から離れることが大きなメリットで

すが、そこがどうなるのか確認が必要かと思います。前提が変わる部分がある

と思いますので、確認が必要だと思いますが、委員会の後で結構です。 

 

委員長） 

それでは、ここで委員共同提案のご説明をお願いします。 

 

資料３「３委員共同提案」により、委員から説明。 

委員から下記の通り意見があった。 

 

 

委 員） 

今ご説明いただきましたご意見にある程度賛成できるかなと思います。 

私どもの法人も、例えばどこかの市町村から指定管理を検討してほしいとい

う話があってから、具体的に職員配置計画はどうやって、給与基準はどうやっ

てと色んなことを決めて、大体パッとしたら１年ぐらいかかっています。 

私も、例えばこの委員会で日本赤十字社に指定管理とすべきとなった時に、

その通りいくのかなというのも当然あります。独立行政法人に決まったと言っ
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てもこの委員会がそう決まっただけで、それが議会に上がったらどうなるかと

か全然わかりませんので、その辺の細かいところがまだ当然できてないという

ことがございます。 

一口で指定管理と言っても、色んな契約や協定の取り交わす内容がいくつも

ありますので、そういったことの突き詰めたご提案とかそういうものがまだ全

くない以上、その方法はこれからスタートするにしても、この委員会ではバシ

ッとは決められないと思います。 

ただ、日本赤十字社というのは、我々病院をやっている側からすると日本の

病院業界ではガリバーのような存在で、事業規模も病院事業だけで１兆円を超

える規模でやられていますし、やはり規模が大きいところは当然あって、それ

が色んな経営的なところもメリットというのは生んでいると思いますし、都道

府県の信頼も厚いです。 

そういう団体が折角ここに関わっているというのは、当然生かしていかれた

方がいいと思っていましたけれど、ただ、肝心の細かいことがまだ全く話もさ

れていない状況ですので、それはこれから早急にやらないと本当に京都大学や

滋賀医科大学から怒られてしまうのではないかという気がします。 

 

委 員） 

働き方改革や大学から喫緊の要望がある中で、急性期医療をどう統合してい

くかという命題があります。それに対して短期的な戦略、対応と中長期的な戦

略に分けて考え方を整理していただいたと思います。 

 

委 員） 

 いくつもの論点を含んだ提案というか整理をいただいて、皆さん本当にその

通りだなと思われたと思います。 

１つは、元々のＡＢＣの病院案や病床数、一体化を前提とするのかしないの

か、そこに対する疑問や懸念が解消されないまま来ました。このギャップを、

この委員会でも積極的に解消しようとしてこなかったと思います。 

その状況下で私が整理した資料を見ていただいて、ご意見をお願いしました

が、認識が明確でないことを前提に書いています。そのため様々なご指摘があ

りました。  

しかし、皆さん的確に読んでいただいて、メリット、デメリット、ほとんど

均等に配分されたなと考えています。記述上の偏りもありましたが、本日のご

意見で補正されたと思います。やはり、それぞれメリット、デメリットがあり

ます。そういうご指摘がそれぞれ妥当なご意見として出されたと感じました。 

このように認識や前提条件がある程度明確になったということで、今度は何
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を判断基準にするのかという議論があるはずです。先ほど財政で意見の相違が

ありましたが、判断基準を置いたら、その事実が合意されたとしても、判断は

変わります。 

元々、医師や医療スタッフの確保が１番の課題でした。もう 1つは、病院機

能と経営がこのままでいいのかどうか、持続可能にするためにはどうすればよ

いか、ということで３つのご指摘をいただいたと思います。それぞれに対し

て、次の判断基準が必要となり、現時点ではそこまで複雑な議論までは、辿り

着けなかったというのが正直なところかと思います。 

皆さんのご意見では、現状認識がまだ十分でないが、それでも各案にはそれ

ぞれに良いところと悪いところがはっきり分かっている。しかし、前提条件が

まだ不明確な所があるので、どう判断基準を持てばいいのかというのが明確で

はないということであったと思います。 

先ほどのご提案はこのような状況認識の上で、これからどうするのかについ

ては、条件を十分に話し合った上で、一定の形が見えてきたところで、表へ出

して合意を作る場を作るべきだ、というご意見だったと思います。 

しかし、長浜市はこういう不明確なことが多い段階ではあるが、それでも公

開の場で議論してもらいたい、とお考えになったと理解しています。 

そんな危ないことをやっていいのかという懸念が、委員からのご指摘であり

ましたが、私はこれも手法の１つであると思います。ある程度どちらかの案を

選んだ形でないと協議に入れないのも事実です。それを公開でやるのかどうか

ということだと思いますが、それを公開で検討したいとお考えになってこの委

員会を作られた。 

しかし、この委員会の結果としては、現状確認が難しく次の判断基準が出せ

なかったため、結論が言い切れなかったということと考えます。 

それぞれ、メリット、デメリット、懸念点は明確になっており判断材料はあ

りますが、判断基準については、この場ではまとめ切れなかった、というのが

現状かと感じました。 

 

委員長） 

どうもありがとうございます。色んな判断材料、あるいは先ほどの財政的な

ところを含めた細かなところは、もちろん詰めさせていただく必要がありま

す。経営改善の可能性が高いか低いかみたいな詰めるところはあるんですが、

とりあえず、皆さん方に賛同いただいたと私は捉えています。 

報告書には、この方向性で皆さんに賛同、了解をいただいたということで、

いいでしょうか。 
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委 員） 

委員長、どの方向性ですか。先ほどこの委員会では判断基準についてまとめ

きれなかったと申し上げたばかりなのに何を言われているか分からないです。 

 

委員長） 

報告書にはそれ以外のところも述べますが、方向性としては、２病院先行独

法化です。 

 

委 員） 

全く賛同しません。この委員会としては、前提条件がまだ不明確なところが

あって、判断基準が明確に出せなかったと申し上げました。一方で、それぞれ

のメリット、デメリット、いいところ、悪いところ、懸念点は明確に整理でき

ると申し上げました。 

それと、この２病院先行独法化は全然違う話だと思います。 

 

委 員） 

私も２病院先行独法で懸念しているのはそこです。これで、日本赤十字社が

負けたとなったら、両方を傷付けたことになります。 

 

委 員） 

前回、長浜赤十字病院長もそのお立場があって、明日から経営をしないとい

けないので、それを言われたらおしまいですと反応されたところがあったの

で、おそらくそう判断されたのだと思います。 

 

委 員） 

長浜赤十字病院長は、指定管理以外は飲めない。市立病院長は、独法しか飲

めない。これで委員会やって、それぞれお立場がある中でそれは妥協できない

ですよねというのは思います。 

 

委 員） 

この前の専門小委員会の確認の時に、今の施設設備の投資状況からいくと大

戍亥がＡ病院だよねという話を先日の委員会でした時に、大戍亥をＡ病院にす

るんだったら頭を取らせてもらないと話に乗ることはできないと言われました

からね。 

それは院長の立場としてはそういう発言になるんでしょうけども、それこ

そ、それを言ってはおしまいよという話になります。そこは丁寧にしないと、
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まさに２病院先行独法がマストなのかという答えは出しにくいと思っていま

す。ベターか、ベストかという書き方であれば可能なのかなと。今考えられる

選択肢の中でということならありかなと思いますが、それがマストかと言って

しまうとやはり色んなところに問題があります。 

他の委員も当然賛同できないところもありますし、そこを含めて考えていた

だきたいです。 

 

委員長） 

今、賛同いただいたようには見受けられるので、この案が１つの案であるこ

とには違いないと思います。 

今回の委員会は、今ほど説明いただいた３委員案そのものについては賛同い

ただいたと、しかし、それをどう報告していくかという別のファクターも含め

てもう少し考えていく必要があるということでいかがでしょうか。 

 

委 員） 

やはり、何を言われているのか理解できません。 

これは案ではなくて、３委員の考え方とご提言を頂いたものと理解します。 

この委員会では独法案と指定管理案と第３案があって、そのどれを評価する

のかを問われていました。しかし、直ちに答えは出せないんじゃないのかとい

うお考えを提言されたということであって、案として皆さんが同意したとは全

く思わないです。 

ご提言の趣旨に賛同する部分はあるが、この委員会は独法案、指定管理案、

第３案のどれですかと聞かれていることに対し、それには答えないのだと皆さ

んが今同意されたとは別に思わないです。 

これまでの議論の流れで言えば、第３案に２病院先行独法と示しているが、

それを言ってしまうと反発があるなら、その表現は抑えた方がいいというご意

見であったと思います。 

この３つの案をどう考えるのかというのが、この委員会に問われていること

だと思いますがいかがですか。 

 

委 員） 

３委員共同提案の資料は、再整理と書いてあるので、第３案のことを言って

いるのではないように思います。 

 

委 員） 

おっしゃる通りで、第３案ではないです。 
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指摘したいのは、どちらかというと統合に向かうという環境を作りましょう

というところが１番のポイントではあります。 

 

委 員） 

最初の議論でありましたように、第３案について危惧するのは、大学からの

命題である医師確保について、急性期併存型になりますからそのリスクがあり

ます。 

 

委員長） 

その点について、１つには年限を限るということです。 

 

委 員） 

大学としては年限を限らないと、かなり問題になってくると思います。 

 

委員長） 

診療科の集約、働き方改革には、某県立と某赤十字を１つのモデルにしなが

ら、できたら協定を結んでそれを明らかに進めていきましょうというような形

のご提案だと思います。 

そこで、ご意見にも出ていましたように、問題の先送りみたいに捉えないよ

うにこういった連携体制、協力体制取りながら期限区切って、次の形を考えて

いきましょうと。 

近々の働き方改革は、当然急いで解決しましょうというような案というよう

に私は捉えちゃいましたけど。 

 

委 員） 

ご質問ですけど、私、地方独立行政法人にあまり詳しくないんですが、仮に

もう１つの法人を設立する話になりますと、今お話しされたように年限を区切

って３年や５年でやめるかもしれないという地方独立行政法人を作れるんです

か。 

 

委 員） 

私自身が一番気になるのは、地方独立行政法人は結構手間がかかります。 

そのエネルギーを使って、次のゴールがあるんだったら次のゴールに全て集

中する方がいいのではないかという気もしなくはないです。 

 

委 員） 
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なぜ地独かというと、１つの観点として、経営改善をしないといけないんで

すよね。原点に戻った時に、市立長浜病院と長浜赤十字病院の経営がどうなん

だと言った時に、客観的に見る指数が１つあって、ご存知のＤＰＣの機能評価

係数というのがあります。 

これは急性期病院がどれだけ貢献しているかという診療報酬の加算分であっ

て、長浜赤十字病院が０．１４１２で、市立長浜病院が０．１１４１なんで

す。これは、０．１を超えるとすごく優秀と評価される病院なんです。 

長浜赤十字病院がすごいのは、役割分担されていて救急の加算と小児の加算

がものすごく大きいんです。 

逆に言うと、これなしで市立長浜病院は毎年上げてきて０．１１４１を取っ

ていることは、診療内容と急性期に関する貢献が相当いいんです。 

長浜赤十字病院もですが、日赤グループ自体に政策医療を中心に何とかしん

どい病院も回そうという絶対的な考え方があるので、政策医療を担っているの

は日赤グループが多いです。 

国県市も補助金が多いので、それを皆しんどい小さな病院の赤字病院も何と

か回しましょうと努力していただいているのが日赤病院なんです。体質的に。 

だから当然、長浜で２つしか病院がなかったら全体的にその機能評価係数は

上がるんですけれど、それにしてもどっちの病院もすごく頑張っておられる

し、それなりのポテンシャルがあるということは理解していただいた方がいい

と思います。 

見た目のマイナスとか赤字とかは単純に語れるものでもないですし、日本赤

十字社がすごい経営力があるかというと、これはないです。 

ほとんど赤字で、予算も令和５年度はマイナス予算なんです。たまたま令和

３年度はコロナでプラスでしたけれど、基本的に日本赤十字社も公的病院のグ

ループで経営がどうなっているかというと、これも病院ごとなんです。 

そんなにいいというわけではないが、日本赤十字社はそういうしんどい小さ

い病院、これ全部赤字ですが、それも抱えてグループ全体で何とかしようと思

って頑張っておられます。当然、へき地を抱えているような長浜というのは、

指定管理者として私は収支関係なしにもし指定管理するのならばいい公的病院

だとは思います。 

その前提で議論していただいたらいいと思います。 

 

委 員） 

私は素朴な質問で、地方独法をパッとできるのかと。 

 

委 員） 
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大体、私の感覚で言うと、地方独立行政法人化するのに２年かかります。 

今、身分移行に関しては、９０何パーセント、独法になると言っていただい

ているので、多分、右から左となります。 

公務員の方はご存知だと思いますけども、福利厚生が根本的に民間と違うん

です。民間では給料はそのままいくし、プラスアルファの公務員の福利厚生で

すが、共済は色々とすごいです。看護師のアンケートを見ても、うちの病院は

福利厚生がすごくいいとアンケートに軒並み書いているんです。 

だから割とスムーズに移行できるというのもメリットがあって、あとは色ん

な規定の問題もありますし、当然、労働三法がきっちりかかっているので、組

合とかの交渉とかこれは襟を正してきっちりやらないといけないので、相当汗

をかきます。 

おっしゃるみたいに２年間かけて、規定の整備は事務方が優秀なのできっち

りされると思います。その辺の問題もきっちり改善して、なおかつ今のポテン

シャルで言うと伸びしろがもっとあると思っています。 

だから、意識を変えていただくということをやるためにはいいと思いますけ

ども、前提として市の権限において経営改革を何でできるかと言うと独法しか

できないです。いきなり指定管理でできないじゃないですか。 

このように揉めていてどっちにするって言っていた時に、「指定管理でや

る」と言ったところで相手が「うん」と言ってくれないといけないですし、当

然、最終的には地域医療構想調整会議で地域医療構想の中で病院形態を決め

て、そこで了解して、最悪それに従わない場合は指示する権限を持っているの

は滋賀県なんです。市長にその権限はない。そこは役割分担がはっきりしてい

ます。そこは、きっちり話を積み上げていかないといけないと思います。 

だから、展望がない中で焦って２病院独法をやるのがいいのかというのは、

これは市としてしっかり考えられたらいいと思います。 

何とか形を見せないといけないという近々の課題がある中で、市ができるこ

とは経営改善なら独法しかないでしょうというそういう選択的な話です。 

 

委員長） 

私、独法病院もたくさん関与していますので、基本的に設立（移行）には２

年かかります。議会も通らないといけませんので、それからスタートしてか

ら、病院事業管理者が理事長をやっていくわけですが、中期期間というのがあ

りまして、それが３年から５年です。４年が一番多いですが。 

その中期期間の終わりの年に、次の中期期間に移行しますか、しませんかを

都度決めていくわけです。じゃあ４年で終わりますというのはなかなか難しい

ですが、第１期の中期の最終年度にやるとすると、例えば１年間だけ次の中期
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期間を延長しますと、その次の年はもうあり得ませんよということです。 

中期期間ごとに独法を継続するか否かの判断ができるというようなことで

す。また元に戻るとか移行するとか、それはそれなりに１年間準備にかかりま

すというような形になっているということです。 

 

委 員） 

２年プラス４年で一区切りだと思っていただいたら。 

 

委 員） 

一旦独法化してから、区切りの時期に別の判断をしたら、独法をやめること

ができるのですか。 

 

委 員） 

やめられないことはないと思います。ただ、やめた例はないと思います。 

 

委 員） 

普通は、一度独法化して数年のうちに判断が変わったからと言って、独法を

やめることはできないと思います。 

 

委 員） 

天下の長浜市がポッと作って、それを５年経ったらやめるということができ

るのでしょうかね。 

 

委 員） 

市として、全体のスキームを作る中でどうするってことを考えないと、やめ

られないことはないと思いますけども、通常は２年かかってあと４年という話

です。これも市長が命ずる評価委員というのがあって、経営に対して評価する

んです。それで、どういう風に経営がちゃんとできているかということを評価

しながら市長に報告するというスキームを毎年繰り返す形になるのと、市が中

期計画、中期目標というものを作って、この４年間でどういう医療をします、

目的はどう達成しますというものを作って、これを議会の皆さんに諮って同意

してもらわないと前に転がらないので、そこは今まで以上にガバナンスが効く

というメリットがあります。 

 

委 員） 

経営改善につながるだろうということは理解しています。 
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ただ、この案だとその暫定期間として独法で凌いで、しっかり決めようとい

う話で行ったときにどうかというところです。 

 

委 員） 

市として選択しないといけないのであれば、市ができることというのはそれ

しかないでしょうという話です。 

 

委 員） 

ただ、本当にそこはすごく手間があるので、最終ゴールを見据えた時にそれ

がいいのかどうかというところはよく考えられた方がいい。 

 

委 員） 

確かにそうですね。 

 

委 員） 

委員の皆さんからご意見を頂いたのは、どこかの時点で意思決定はするが、

関係者との協議や合意を十分に取って詳細を決めた後に発表しなさいというこ

とではないですか。 

 

委 員） 

詳細を決めて、もう一度有識者とかの意見を聞きながら。 

 

委 員） 

有識者会議など、もう一度こういう会議を作った方がいいということでしょ

うか。 

 

委 員） 

委員がおっしゃっている通り、諸条件が何も決まっていない中で制度を選べ

と言われたら、教科書で選んでいるみたいな話で、これで何を決められるのと

いうところです。 

 

委 員） 

ただ、いつかはどちらかに決めないといけないですね。この委員会で、それ

ぞれの案の良し悪しは明確化されています。長浜市として重視する判断基準を

決めさえすれば、どの案がいいかを黙って決めることはできると思います。こ

の委員会ではどの案かを決めることはできないが、後日適切な時期に意思決定



26 

し公表すべきというご提言でした。そのような方法もあり得ると思います。 

 

委 員） 

黙ってというと、少し語弊があります。 

純粋にこれは技術的な問題なんです。本当に市民の貴重な財産ですから、持

続可能性であったり、市の負担が本当にどうなるのかということをきちんと議

論してその上で諮らないと、諸条件不確定のままでやってしまうと議論不十分

なのかなと思います。 

 

委 員） 

スタートから、市長に決めて下さいと地域医療構想調整会議が言うのも権限

の筋で言うとおかしいということがあって、元々権限はない。医療法に基づく

権限（指示権）を持っているのは県です。 

ただ、県の調整会議で経営形態を先に決めてくれという話のコンセンサスを

取られて、市の方にお鉢が回ってきて、じゃあ、経営検討委員会で考えてくだ

さいという話になっているんだと思います。ただ、流れとしては筋から言うと

ちょっとおかしい。 

 

委員長） 

いずれにしても、今回の決め方は委員もおっしゃったように異例です。 

異例な形で始まって、それで３－０がいいのか０－３がいいのか、途中から

中間案も出てきた。そこで３案の要素ごとのメリット、デメリットから、１番

目、２番目というところを検討していこうという段階にきています。 

要するに、何を避けないといけないかというと、現状通りです。それは避け

たいなと思っています。 

どういうことかというと、１つは、市長がこの病院再編を重要課題として市

長になられて取り組まれているということです。９月議会で何らかの表明をし

たいというようなことですので、現状通りというのはそれこそ医療改革に取り

組んだことになるのかならないのか、それが１つあります。 

もう 1つは、医師の働き方改革です。現状を踏まえて大学が何とかしてくれ

と言っているのに、現状通りというのは昨年６月に要望した診療科再編はどう

なるのということになります。 

その間に収益が少しずつ減らされていきますと、市民にとっても良くないと

いうことになります。 

それからもう 1つは、委員からも出ています市立病院事業の経営状態も悪く

ないがいいとも言えない。特に設備投資はかなり大きいと思うんですが、残念
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ながら市のガバナンスが不十分というようなことです。 

そういったところも解決できないということになりますので、現状通りとい

うのは避けるべきだと思います。 

市民の方々も、あるいは長浜の医療関係者の方も、このままではどうなって

いくのかということです。また同じような３－０、０－３のどちらかという議

論が再燃しても良くないということです。 

ですから、現状通りはまず避けるという観点からいくと、１番デメリットが

小さいというところに移行しながら、しっかりと協力しながら診療科再編を進

めながら、次のやり方を当事者が入って議論したり、合意したりしていただく

必要があるのかなというところです。 

 

委 員） 

補足として、先ほどのご意見の中で確かに県は医療法を所管しています。し

かしながら、それぞれの個別の病院の経営形態について、こうしてくださいと

いう権限はありません。地域医療構想調整会議では、この意見を参考にさせて

いただくという立場であります。 

むしろ、働き方改革については国主導で始まっていますけれども、県も当然

に進めていかざるを得ないということになります。 

 

委員長） 

診療科再編も、県の方にやってもらわないと困るという解釈でいいですね。 

働き方改革を解決するためには、むしろ診療科の集約をやらないとなかなか

難しいです。 

 

委 員） 

そうです。働き方改革について、それぞれのＡ水準、Ｂ水準といった形も滋

賀県医療審議会で既に一定公表されていますが、それぞれの病院が審査を受け

ておられる状況にあります。喫緊の課題として、働き方改革をきちんと進めて

いただきたいという思いがあります。実際、出先機関として、病院の方に立入

検査として「大丈夫ですか」と聞かせていただかないといけない状況が間もな

く来るだろうと思います。 

 

委員長） 

県としては、その水準をクリアしているかどうかをチェックする必要がある

ということです。そのやり方は、医師の数を増やしてもらってもいいし、集約

してもいいということになります。大学から見ると集約しないととなります。 
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委 員） 

それぞれの委員の立ち位置で十分にスタディーしている中で、もう投票する

ということになるのではないですか。 

委員長、副委員長のお二方にお聞きしたいですが、どうまとめるのですか。

私個人的には、もう絶対無理だと思います。無理というのは、非常に難しい問

題をはらんでいますので、初めに形ありきでは不可能ではないかということを

前回の意見としても記述しました。 

とは言いながらも検討委員会ですので、検討を何らかの形でジャッジメント

しないといけない時期に来ていると思います。そういう中で、経営形態として

はこれがベターでしょうということを諮ればいいと思います。 

 

 

３ 病院再編にかかる長浜市立２病院の経営形態に関する報告書(案)について 

資料４「病院再編にかかる長浜市立２病院の経営形態に関する報告書

（骨子案）」により、事務局から説明。 

委員から下記の通り意見があった。 

 

 

委員長） 

最終形は、これくらいのページ数になります。少し図が入ったりもします

し、あくまでこの骨子を色付けした上で提出するイメージと捉えていただけれ

ば結構かと思います。 

今日は、この骨子の最後の６から７ページのところを議論していただいたと

いうことです。この委員会の後、委員の皆さんには少し残っていただいて、最

終形に向けて少し検討をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

委 員） 

 報告書はどういう体制で作られるのですか。 

 

事務局） 

前回までの検討をまとめました「たたき台」を作らせていただき、既に委員

の皆さんのお手元に配らせていただいています。 

そこには今日の議論は入っておりませんので、今日の議論を追加したものを

たたき案として、皆さんに見ていただきたいと思っています。 

それを見ていただいた中で、修正が必要であるというところは、皆さんから
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随時メールをいただきながら、事務局が修正して、また委員長、副委員長とも

ご相談しながら完成を目指していきたいと考えております。 

 

委 員） 

事務局で作るということでよろしいですね。 

 

事務局） 

はい。事務局でコンサルと相談して作らせていただきます。 

 

委 員） 

委員の意見は割れていると思います。例えば、起草委員を募って作るとか、

委員長がかなり筆を入れられるというケースもありますが、今回それは無理だ

と思います。私は事務局に作っていただきたいと思いますし、それを委員の皆

様方にご了解頂きたいです。 

不明確な点が多数あるという指摘がありました。現時点で明確にできる事は

記述できますが、書けないこともあるでしょう。 

市としての判断基準を委員会の場では十分出せていません。本当は第２回委

員会で３病院の財政を持続的なものにするために財政負担実質ゼロを目指すと

提示されているのですが、素通りされています。 

これは市が主催する委員会であり、まず一旦は市の方で案を作って頂いてから

全委員にご意見を頂き、誰かが大きく筆を入れるということはやめていただき

たいと思います。そういう合意感はないと思っています。 

 

委員長） 

通常の形で報告書は作っていくべきだし、そうなっていると思っています。 

当然、事務局で今までの委員会の議論の流れに基づいて、主要な発言を取り

入れながらまとめていくというような形です。 

当然、最終形については、私もチェック入れさせていただきます。 

時間がないですけど、各委員に見ていただいて修正していく形で、通常のや

り方でやっていくべきだと思います。 

 

委 員） 

チェックを入れるのは、委員が同じタイミングでお願いします。それぞれに

ご意見を同じようにいただいて、最終的には事務局が判断して、報告書を出す

べきだと思います。 
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事務局） 

ありがとうございます。事務局の方で、今回の分の追加もさせていただかな

いといけませんので、追加させていただいたものが出来あがり次第、皆さんに

同時に送らせていただいて、皆さんからご意見をいただいて集計というところ

で進めさせていただきます。 

 

事務局） 

委員の皆さんにお配りしている冊子に、既に全て文章化もしておりますの

で、これがベースとなります。 

あと、もう１点のご相談でございます。第５回の検討委員会が最終になりま

すけれども、この報告書を最終の検討委員会が終わった後に市長に提出する形

を提案させていただきたいんですが、いかがでしょうか。 

 

委員長） 

私も色んな委員会の経験がありますが、最終回に首長に提出するというのは

あんまりないです。ほとんどが最終回の委員会が終わって、１週間か、２週間

の期間あります。いい結論を出すことの方が最優先です。 

 

委 員） 

最終案という形で、最終日に出して、文字の軸の調整や少しニュアンスが違

うよねというのを皆で見て、大きく変えないよね、あとは委員長一任というこ

とで固めてもらって提出するというのが、普通のスキームだと思います。 

最終日に出て、一字一句変えたらあかん、これで市長に出しますと言われる

と、進め方としては少し違うかなと思います。 

 

委 員） 

基本的には、大きな変更はなしです。 

 

委員長） 

基本的には３０日に完成ですが、市長にお渡しする報告書は、３０日ではな

く、全部を完成させた後ということです。 

 

事務局） 

承知しました。ありがとうございます。 

皆さん、今日も時間が延長してしまいまして、申し訳ございません。 

たくさんの方からお話をいただきまして、本当にありがたいなと感謝してお
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ります。今ほどお話ありましたように、３０日には完成というところで、私た

ちも残りわずか、邁進してまいりたいと思います。 

委員の皆さんにはメールのやりとりでご協力いただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。 

 

事務局） 

それでは、ここで第１部を閉めさせていただきます。 

以上 


